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第五章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題③（相互接続性・運用性の確保） 

 

５－１ 相互接続における条件・機能 

 

（１）相互接続の現状 

 

○ 現行の固定電話におけるネットワーク相互間、ネットワーク－端末間の

相互接続については、ＴＴＣ標準等に基づく共通インタフェースにより対

応されてきている。一方、ＩＰ電話については、現状、ネットワーク間の

直接相互接続を行っているケースは少なく、現行の固定電話網を介して相

互接続を行っているケースが多い。 

 

図５－１ ＩＰ電話の相互接続の現状 
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電話網を介する例が多い。（一部で、電話
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現状、ＩＰ電話網間の相互接続は、既存
電話網を介する例が多い。（一部で、電話
網を介さず呼制御プロトコルの変換により対応）

 

 

 

○ ＩＰ電話におけるネットワーク間の直接相互接続を可能とするため、既

に、ＴＴＣにおいて、必要な標準化（ＳＩＰ2等の詳細規定化）が実施され

てきているところである。また、ＨＡＴＳ推進会議3やＶｏＩＰ推進協議会

において、ＳＩＰを利用したＩＰ－ＰＢＸとこれを介した端末間を中心と

した相互接続試験が実施されているとともに、ＪＰＮＩＣ4（ＶｏＩＰ／Ｓ

ＩＰ相互接続検証タスクフォース）においてＩＰ電話事業者間の相互接続

試験も開始されているところである。 

 

                         
2  Session Initiation Protocol 
3  高度通信システム相互接続推進会議（HATS とは、Harmonization of Advanced 
Telecommunication Systems の略） 

4 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（Japan Network Information 

Center） 
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図５－２ ＴＴＣにおけるＳＩＰに関する標準化の現状 
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*電話音声接続用SIP端末の
処理動作について規定

 

（２）相互接続で想定される形態 

 

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話網相互間の相互接続については、

以下のような形態に整理されると考えられる（図５－１参照）。 

 

・パターン１ ＩＰ電話事業者間の直接接続 

ＶｏＩＰ事業者ＡとＶｏＩＰ事業者Ｂとの間を、ＩＰレベ

ルで直接相互接続（最も一般的なケース） 

 

・パターン２ ２次ＩＰ電話事業者との中継接続 

ＶｏＩＰ事業者Ａのサービス提供地域の一部をＶｏＩＰ

事業者Ｃ（２次ＶｏＩＰ事業者）が担っている等の場合で、

ＶｏＩＰ事業者Ａを介することによりＶｏＩＰ事業者Ｂ

と接続 

 

・パターン３ 他ＩＰ電話事業者経由での接続 

ＶｏＩＰ事業者ＣとＶｏＩＰ事業者Ｂが、ＶｏＩＰ事業者

Ａを介することにより接続を実現（ネットワーク構成としては

パターン２と同様。一般的ではないと考えられるが、接続協定等にお

けるＶｏＩＰ事業者ＢとＶｏＩＰ事業者Ｃの関係に考慮したもの） 
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図５－３ 次世代ＩＰ電話における相互接続形態 
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○ また、次世代ＩＰ電話と現行の固定電話のネットワーク間の相互接続に

ついても考慮する必要があるが、その際、次世代ＩＰ電話に係るＶｏＩＰ

事業者（Ａ、Ｂ）がそれぞれ固定電話網に接続するケース、他のＶｏＩＰ

事業者を経由して固定電話網に接続するケースが想定される。 

 

○ さらに、現行の０５０ＩＰ電話が主に想定されるが、ＩＳＰ経由による

接続も考慮する必要があり、ＶｏＩＰ事業者相互間の接続のみならず、Ｖ

ｏＩＰ事業者－ＩＳＰ事業者間、ＩＳＰ事業者相互間の接続にあたって、

それぞれ取り決めるべき事項を検討する必要がある。 
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図５－４ ＩＰ電話における相互接続形態（ＩＳＰ経由） 
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（３）相互接続実現のために取り決めるべき事項 

 

○ 次世代ＩＰ電話におけるＩＰ電話事業者間の相互接続にあたって取り決

めるべき事項としては、以下のものが挙げられる。 

 

① サービス毎のインタフェースに関する事項 

（例）プロトコル、符号化方式、暗号化等 

 

② 品質・機能に関する事項 

（例）互いに保証する品質レベル 

重要通信の識別・優先制御 

輻輳時の対応（接続／発信規制、迂回等） 

 

③ 安全性・信頼性に関する事項 

（例）特定ユーザからの大量トラヒック等への対応（判断基準、トラヒ

ック制限等） 
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設備障害時の対応（迂回、障害発生の通知等）等 

 

④ その他 

（例）課金・精算方式等 

 

図５－５ 相互接続実現にあたって取り決めるべき事項（例） 
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○ また、ＩＰ電話事業者間で相互接続を行う場合も含め、ネットワークと

の間の端末の接続性を確保することが必要であり、そのためには、ネット

ワークにおける端末との間のインタフェースの開示や必要な標準化等によ

り、プロトコルなどネットワーク－端末間の仕様の整合が容易に図られる

ことが求められる。 

 

（４）相互接続実現のためにネットワーク側で備えるべき機能 

 

○ 次世代ＩＰ電話におけるＩＰ電話事業者間に係る相互接続にあたっては、

ネットワークにおいて以下のような機能を備えることが必要となると考え

られる。 

（例） 

・プロトコル等の変換 

・トラヒックの監視・制御（パケット流量管理、特定ユーザからの大量ト

ラヒックや不正アクセスの制限等） 

・相互接続ネットワーク間における障害発生時の網の切分け、網状態等の

情報交換 

・消費者保護の観点からの機能（発信者番号偽装表示対策等） 
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図５－６ 相互接続実現のために備えるべきネットワークの機能（例） 
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５－２ 標準化・相互接続を実現する上での課題と必要な体制整備等 

 

（１）標準化・相互接続に当たっての課題 

 

① 標準化の在り方 

 

○ ＩＰ電話については、現在、ＳＩＰ、ＭＧＣＰ5等の呼制御プロトコルに

より提供されているが、事業者間の直接相互接続ではＳＩＰが採用されて

いるのが一般的である。ＩＴＵにおけるＮＧＮの標準化や３ＧＰＰ6におけ

るＩＭＳ7の標準化でも、ＳＩＰを基本プロトコルとして検討が進められて

いるところである。 

 

○ こうしたことを踏まえ、現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話の相互

接続を実現するにあたっては、ＳＩＰを基本とすることが現時点で適当と

考えられる。また、その際、ＳＩＰについては規定の解釈・実装が必ずし

も統一されていないため、それらの詳細な標準化を進めることが重要であ

る。 

 

○ なお、標準化の重要性とともに、多様な機能・サービスの導入を妨げな

いことも重要であることから、事業者間における同種の機能・サービスの

相互接続にあたっては、標準化のみによらず、個別のプロトコル変換等に

より対応していくことも併せて必要である。ただし、個別の変換による場

合でも、方式等の数とともにその組合せは増大し複雑化することから、標

準化に向けて取組む意義は大きい。 

 

図５－７ 相互接続実現のための対応方法（標準の適用例） 

方式Ａ 方式Ａ

方法１

方法2-2

方法2-1

（集中変換）

（分散変換）（全て標準化；統一方式）

全て同一の標準により
相互に直接接続可能

各々が他方式との
変換ゲートウェイを設置

方式Ｂ

方式Ａ

方式Ｃ
方式Ａ

方式Ｂ 方式Ａ 方式Ｃ

Ａが ＢとＣを仲介

方式Ａ 方式Ａ

方法１

方法2-2

方法2-1

（集中変換）

（分散変換）（全て標準化；統一方式）

全て同一の標準により
相互に直接接続可能

各々が他方式との
変換ゲートウェイを設置

方式Ｂ

方式Ａ

方式Ｃ
方式Ａ

方式Ｂ 方式Ａ 方式Ｃ

Ａが ＢとＣを仲介  

                         
5 Media Gateway Control Protocol 
6 The 3rd Generation Partnership Project 
7 IP Multimedia Subsystem 
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② 相互接続性を確保すべき対象 

 

○ 固定電話に代わる次世代ＩＰ電話においては、国民生活に欠かせない電

話サービスとして、発信者電話番号表示等の基本的な付加機能・サービス

の提供においては、全ての事業者間において相互接続が実現されることが

必要と考えらえる。 

 

○ また、ＩＰ電話に機能付加して提供されるテレビ電話等のアプリケーシ

ョンについても相互接続性の確保を図るべきであり、必要な標準化や相互

接続性確認のための取組みが必要である。さらに、このような相互接続試

験の結果を詳細規定に係る国内外の標準化等に適宜反映させることにより、

幅広く事業者間において相互接続性を高めていくことが必要である。 

（２）課題解決のために必要な体制整備等 

 

① 相互接続性の確認を円滑に行うための技術的方策 

 

○ ＩＰ電話の相互接続の実現に当たっては、各事業者のＳＩＰプロトコル

についてパラメータの規定の詳細にわたって標準化により統一するといっ

た対応のみによらず、相互接続に係る事業者間で個別にパラメータの相違

を変換する等の対応により接続性の確保を図ることも必要である。 

 

○ いずれの対応の場合も、当該事業者において既に導入されている全ての

機種の端末間について相互接続性を確認することが必要であるが、端末間

の相互接続性の確認は、事業者において多大な時間と費用を要するもので

あり、利用者における多様なサービスの利用機会を損なう要因となり得る

ものである。 

 

○ こうした観点から、特にＩＰ電話に係る相互接続性の確認について、円

滑かつ効率的に実現するための、プロトコル解析・検証技術の開発や相互

接続試験の実施体制の整備等の技術的な基盤整備が必要である。 

 

○ また、急速な技術革新に対応するため、このような基盤整備も通じて、

標準化と相互接続試験に関して、①標準化計画の策定（見直しを含む）、②

標準の策定（標準化）、③相互接続試験の実施、④接続における問題点の抽

出、というサイクルを構築し、かつ、このサイクルが円滑・迅速に進むよ

うにすることが極めて重要である。 
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図５－８ 標準化・相互接続試験を巡るサイクル 
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② 相互接続性の確保等に係る推進体制 

 

○ ＴＴＣにおいて詳細な標準化が実施されており、また、ＨＡＴＳ推進会

議やＶｏＩＰ推進協議会、ＪＰＮＩＣ（ＶｏＩＰ／ＳＩＰ相互接続検証タ

スクフォース）において相互接続試験が実施されているが、次世代ＩＰネ

ットワーク全体としてネットワーク間・端末間の相互接続性を確保してい

くため、その確認を円滑に行えるための相互接続試験の実施や体制整備等

が必要である。 

 

○ なお、こうした標準化や相互接続試験においては、ネットワーク／端末

間の機能分担・連携に係る相互接続性・運用性確保の観点からも、事業者、

端末等機器メーカの緊密な連携が必要である。 

 

○ このほか、相互接続時を含む品質の確保に関連して、各ネットワークの

品質を中立的に評価する方法や体制についても検討が必要と考えられる。 

 


